
令和２年度病床機能報告の結果について
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医療法第30条の13に基づく病床機能報告は、地域における病床の機能の分化及び

連携の推進のため、一般病床又は療養病床を有する医療機関が都道府県に病床の

機能や入院患者に提供する医療の内容等を報告する制度です。

このたび、令和２年度の当報告の結果をとりまとめましたのでお知らせします。

なお、令和２年度については、新型コロナウイルス感染症対応下にある医療機関の

負担軽減を図るため、診療実績の報告が行われなかったことから、「定量的基準に基

づく病床機能の推計値」の推計が行えないため、前年度の数値を記載しています。

【問合せ先】

配付資料：健康福祉政策課地域医療構想推進室 電話：043-223-3884  Mail： chihuku@mz.pref.chiba.lg.jp

報告関係：医療整備課医療指導班 電話：043-223-3884  Mail：iryou-b@mz.pref.chiba.lg.jp 
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